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抄録
　たばこ規制枠組み条約（FCTC）第13条「たばこ製品の広告，販売促進，スポンサー活動」に基づき，
わが国の現状，関連法規，たばこ規制にあたっての課題（（1）たばこ広告の範囲，（2）表現の自由と
の関係，（3）テレビ広告の自主規制，（4）未成年者喫煙禁止法の適用，（5）スポンサー活動・CSR活動
規制），今後の対策に向けた課題について検討し，以下の結論を得た．
　1．たばこ事業法に基づく広告指針，業界団体による広告の自主規準において，対象に企業広告，
喫煙マナー広告，未成年者喫煙防止広告が含まれていない．まず，これらが未成年者の喫煙行動に及
ぼす影響に関するエビデンスを明確にすることが必要である．2．未成年者喫煙禁止・防止の観点から，
企業広告，喫煙マナー広告，未成年者喫煙防止広告，スポンサー活動，CSR活動のそれぞれについて，
適切な規制のための個別具体的な検討を進めていくべきである．3．テレビでの日本たばこ産業の企
業CMとその放映には，未成年者喫煙防止の観点から問題が多く，自主規制を求めていく必要がある．
4．少なくとも子ども対象のスポンサー活動，CSR活動については，未成年者喫煙防止の観点から，
何らかの規制の導入を検討すべきである．

キーワード：たばこ広告，販売促進，スポンサー活動，未成年者の喫煙予防

Abstract
　Article 13 of the World Health Organization Framework Convention on Tobacco Control promotes the 
legal ban of tobacco advertising, promotion, and sponsorship. This paper discusses the current situation 
related to laws regulating tobacco advertising, promotion, and sponsorship in Japan.
　Tobacco advertising, promotion, and sponsorship are regulated by the Ministry of Finance guidelines 
and by standards outlined by the Tobacco Institute of Japan, an association of tobacco manufacturers and 
retailers. The guidelines and standards only regulate advertising, promotion, and sponsorship on tobacco 
products, and exclude corporate advertising/sponsorship, corporate social responsibility (CSR) activities, 
the medium for smoking advertising, and smoking prevention for minors. To effectively regulate virtual 
advertising, more research is required to examine its impact on smoking by minors. For example, 
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I. はじめに

　たばこ規制枠組み条約（Framework Convention on 
Tobacco Control : FCTC）第13条　たばこ製品の広告，販売
促進，スポンサー活動（Tobacco advertising, promotion 
and sponsorship）の内容は，以下の通りである．
・広告，販売促進，スポンサー活動の包括的禁止がたば
こ製品の消費を減少させる
・締約国は，自国の憲法またはその原則に従い，あらゆ
るたばこの広告，販売促進，スポンサー活動を禁止す
る．
・自国の憲法またはその原則のために，あらゆるたばこ
の広告，販売促進，スポンサー活動を禁止できない締
約国は，これらに制限を課する．
　一方で，日本たばこ産業株式会社（以下，JT）のア
ニュアルレポート2014年度 [1] によると，当該年度に会
社全体で212億58百万円の広告宣伝費と1299億98百万円
の販売促進費が費やされている．
　本稿では，第13条に書かれている政策について，わが
国の現状，国内の関連法規，たばこ規制にあたっての法
的課題，今後の対策に向けた課題について検討を行い，
たばこ製品の広告，販売促進，スポンサー活動の規制の
ためにはどのような検討が必要かを検討する．

II. 研究方法

　文献，法令，自主規制およびウェブサイト等からの情
報に基づき，検討した．特にたばこ規制にあたっての法
的課題については，（1）たばこ広告の範囲，（2）表現の自
由との関係，（3）テレビ広告の自主規制，（4）未成年者喫
煙禁止法の活用，（5）スポンサー活動及びCorporate 
Social Responsibility （CSR）活動規制を中心に論述した．

III. 結果と考察

1 ．わが国のたばこ広告規制の現状について
　わが国のたばこ広告については，財務省所管のたばこ
事業法 [2] に，広告に関する勧告等として以下のように

定められている．

（広告に関する勧告等） 
　第40条 　製造たばこに係る広告を行う者は，未成年
者の喫煙防止及び製造たばこの消費と健康との関係に配
慮するとともに，その広告が過度にわたることがないよ
うに努めなければならない． 
　 2　財務大臣は，前項の規定の趣旨に照らして必要が
あると認める場合には，あらかじめ，財政制度等審議会
の意見を聴いて，製造たばこに係る広告を行う者に対し，
当該広告を行う際の指針を示すことができる． 
　 3  　財務大臣は，前項の規定により示された指針に
従わずに製造たばこに係る広告を行つた者に対し，必要
な勧告をすることができる． 
　 4  　財務大臣は，前項の規定による勧告をした場合
において，製造たばこの広告を行つた者が，正当な理由
がなく，その勧告に従わなかつたときは，その旨を公表
することができる． 

　この第40条 2項に基づき，平成元年10月12日に「製造
たばこに係る広告を行う際の指針」（平成元年大蔵省告
示176号）が策定されたが，その後，FCTC第13条に対
応するため，同指針は，平成16年 3月に改定された [3]．
　全体的指針にも示されているように，本指針は，「た
ばこ広告を過度にわたらないように行うことを目的」に，
たばこ広告を行う際に留意すべき点，あるいは個人が自
己責任において喫煙を選択するか否かを判断するための
環境整備に資する点を示したもので，FCTC第13条第 2
項「締約国は，自国の憲法またはその原則に従い，あら
ゆるたばこの広告，販売促進，スポンサー活動を禁止す
る」に対応したものではなく，第 3項の「自国の憲法ま
たはその原則のために，あらゆるたばこの広告，販売促
進，スポンサー活動を禁止できない締約国は，これらに
制限を課する」に対応したものと位置づけられる．
　また，本指針はあくまで指針で，配慮や注意喚起，情
報提供が主体であり，罰則等も伴わない．また，「公共
性の高い場所」，「主として成人を対象とした」等の曖昧
な表現も用いられており，指針実施の範囲が恣意的にな

commercials sponsored by Japan Tobacco (JT) are broadcasted every evening in Japan and many minors 
have access to them. The themes in these commercials depict universal values, such as family and social 
ties as well as hard work and rest, and not smoking or its health hazards. Along with sponsorship/CSR 
activities, these commercials contribute to improve the image and social acceptance of JT, and thus, 
should be regulated as product advertising.
　Although the Law for Prohibiting Minors from Smoking itself cannot regulate tobacco advertising, the 
law can increase public awareness regarding the importance of reducing the impact of tobacco 
advertising on minors.

keywords: tobacco advertising, promotion, sponsorship, smoking prevention
(accepted for publication, 18th September 2015)
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る可能性も高い．加えて，「企業活動の広告並びに喫煙
マナー及び未成年者喫煙防止等を提唱する広告について
は，この指針の対象に含まれない」とされており，企業
広告を是認したものとなっている．
　広告・販売促進等については，前述の最初の「製造た
ばこに係る広告を行う際の指針」策定に合わせて平成元
年に財団法人日本たばこ協会が「製造たばこに係る広告，
販売促進活動及び包装に関する自主規準」を策定した（平
成19年改定）[4]． 
　本自主規準の特徴として，①たばこの製品の広告が対
象で，製品広告以外の企業広告，喫煙マナー向上広告，
未成年者喫煙防止広告には適用されないこと，②未成年
者に対する規制が徹底していないこと（例えば，(a)成
人の読者が読者全体の75％以上であること．(b)未成年
者の読者数が未成年者総数の10％未満であること，の合
理的根拠があれば，当該雑誌にたばこの製品広告を掲載
できるなど），③スポンサーシップの規制の適用範囲に
ついて，やはり未成年者に対する配慮が徹底していない
こと（例えば，観客の75％以上が成人であることや未成
年者に特に訴求するものでないことなど）があげられる．
また，CSR活動については記述がない．
　特に未成年については，たばこ産業側は子ども将棋大
会のスポンサー（直接の主催は冷凍食品子会社のテーブ
ルマーク）やスポーツ教室，植林活動，大学奨学金など
未成年が対象あるいは関与する様々な活動を自主規制外
で行っているのが実態である．
　以上のように，わが国では，広告，販売促進，スポン
サー活動の規制については，業界側による自主規制とい
う形で行われており，国としては，FCTC第13条の期限
である2010年 2月27日までにこれらの包括的禁止を実施
できておらず，現在も同様の状況が続いている．WHO
のWHO Report on the Global Tobacco Epidemic, 2015 [5]
において，日本は，広告，販売促進，スポンサー活動の
禁止において， 4段階のうち最低の評価を得ている．

₂ ．国内の関連法規
（1）たばこ事業法と同第40条第 2項の規定に基づく，
製造たばこに係る広告を行う際の指針については，前述
の通りである．
（2）未成年者喫煙禁止法[6]
（明治33年 3月 7日法律第33号）
最終改正：平成13年12月12日法律第152号
第 1条 　満二十年ニ至ラサル者ハ煙草ヲ喫スルコトヲ
得ス 
第 2条 　前条ニ違反シタル者アルトキハ行政ノ処分ヲ
以テ喫煙ノ為ニ所持スル煙草及器具ヲ没収ス 
第 3条 　未成年者ニ対シテ親権ヲ行フ者情ヲ知リテ其
ノ喫煙ヲ制止セサルトキハ科料ニ処ス 
　 2  　親権ヲ行フ者ニ代リテ未成年者ヲ監督スル者亦
前項ニ依リテ処断ス 
第 4条 　煙草又ハ器具ヲ販売スル者ハ満二十年ニ至ラ

ザル者ノ喫煙ノ防止ニ資スル為年齢ノ確認其ノ他ノ必要
ナル措置ヲ講ズルモノトス 
第 5条 　満二十年ニ至ラサル者ニ其ノ自用ニ供スルモ
ノナルコトヲ知リテ煙草又ハ器具ヲ販売シタル者ハ
五十万円以下ノ罰金ニ処ス 
第 6条 　法人ノ代表者又ハ法人若ハ人ノ代理人，使用
人其ノ他ノ従業者ガ其ノ法人又ハ人ノ業務ニ関シ前条ノ
違反行為ヲ為シタルトキハ行為者ヲ罰スルノ外其ノ法人
又ハ人ニ対シ同条ノ刑ヲ科ス
（3）日本国憲法第21条（表現の自由）[7]
第21条 　集会，結社及び言論，出版その他一切の表現
の自由は，これを保障する． 
　 2  　検閲は，これをしてはならない．通信の秘密は，
これを侵してはならない．

3 ．たばこ広告規制にあたっての法的課題
（1）たばこ広告の範囲
　前述の財団法人日本たばこ協会の「製造たばこに係る
広告，販売促進活動及び包装に関する自主規準」では，
自主規制の対象となるのは「たばこの製品広告」であり，
それ以外の企業広告，喫煙マナー広告，未成年者喫煙防
止広告は，自主規制の対象外となっており，何の規制も
されていない．
　JTのウェブサイト [8] によれば，映像を用いた企業広
告は，「ひとのときを，想う」という全体テーマのもと，
夫婦や親子などの人と人とのつながりを扱ったもの，働
くことと休憩することの意義を扱ったものなど，会社の
業務内容やたばこ・喫煙に触れずに，抽象的かつ普遍的
な価値観をヒューマニスティックに扱う内容になってい
る．また，JTの取り組み紹介広告もあり，店舗における
分煙支援や喫煙マナーに関する内容となっている．さら
にラジオ広告もあり，人を応援することの価値を訴える
内容となっている．
　喫煙マナー広告については，村田 [9] は，JTの「大人
たばこ養成講座」を分析し，（1）本広告で示されるマナー
が喫煙者の視点で必ずしも受動喫煙の問題を十分に考慮
していないこと，（2）喫煙自体を推奨する表現が多く見
られること，（3）ジェンダーに関わる表現が多く，特に
男性の喫煙が男性性の誇示と女性に対するセクシュアル
ハラスメント的意識と関連づけて肯定されていること，
の 3つの特徴が見られ，全体として，「マナー広告」と
いうよりも喫煙者を養成する「たばこ宣伝」としての側
面が強いことを明らかにしている．
　たばこ製品広告が未成年者の喫煙を促進するというエ
ビデンスは集積されているが（神田ら [10]），企業広告，
喫煙マナー広告，未成年者喫煙防止広告が未成年者の喫
煙行動へ及ぼす影響に関する研究はほとんどない．これ
ら企業広告，喫煙マナー広告，未成年者喫煙防止広告を
たばこ広告に含めるためには，未成年者への影響など，
製品広告に準じた研究が必要であろう．
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（₂）表現の自由との関係について
　米国では，以前からたばこ広告を規制することが，憲
法に定めた表現の自由に反するのではないかとの議論が
ある．
　わが国ではたばこ広告規制に関してそのような議論は
少ないが，表現の自由は，憲法にも関係する問題であり，
一旦検討の対象になった場合，様々な解釈や議論がなさ
れる可能性があり，決着するとしても多大な時間を要す
ることが予想される．また，わが国の現状で，たばこ広
告を法律で規制することに対してどこまで国民のコンセ
ンサスが得られるかは不明である．したがって，直ちに
法的規制を求めるよりも，未成年者への影響を前面に出
して，自主規制の強化を求めるような方向が現実的では
ないかとも考えられる．
　ただ一方で，一般的な表現の自由とたばこ会社の表現
の自由（営利的表現の自由）は異なるとの意見もある．
特に，前述のように，喫煙マナー広告は，喫煙を推奨す
る側面が強いとも考えられるので，この観点からより適
正な表現をするよう申し入れを行うことも考えられる．
さらに健康増進や禁煙推進の立場からは，喫煙を前提と
するマナー広告は公共的メッセージとしては矛盾するも
のとも考えられ，自主規制の対象とするよう求めていく
ことも可能ではないかとも考えられる．
　今後は，たばこ製品広告，企業広告，喫煙マナー広告，
未成年者喫煙防止広告それぞれについて，規制のあり方
を個別に詳細に論じていくのが望ましいのではないかと
考えられる．
（3）テレビ広告の自主規制について
　業界の自主規制によって，たばこの製品広告はテレビ
では放映されなくなったが，それ以外の企業広告，喫煙
マナー広告，飲料・食品広告については，時間を問わず
JTのテレビCMが放映されている．特にJTが提供してい
る番組では集中的に流されている．JTのウェブサイト [8] 
によれば，現在の提供番組の時間帯は，曜日によって異
なるが，21時から 0時15分の間（ 3時間15分）である．
　平成25年のベネッセ教育総合研究所第 2回放課後の生
活時間調査 [11] によると，
①小学生の就寝時刻：22時より前35.0％，22時頃＋22時

30分頃45.8％，23時頃＋23時30分頃14.3％，それ以降
約 3％
②中学生の就寝時刻：22時より前4.2％，22時頃＋22時

30分頃24.9％，23時頃＋23時30分頃40.2％， 0時頃＋
0時30分頃22.5％， 1時頃＋ 1時30分頃4.6％，それ以
降約 2％
③高校生の就寝時刻：22時より前1.4％，22時頃＋22時

30分頃8.0％，23時頃＋23時30分頃32.5％， 0時頃＋ 0
時30分頃38.7％， 1時頃＋ 1時30分頃13.7％，それ以
降約 4％であり，小学生の多くが22時以降，中学生の
多くが23時以降，高校生の多くが 0時以降に就寝して
いる．逆に言えばそれまでは起きているわけで，もし
テレビのJT提供番組を観ているとしたら，JTのテレ

ビCMも視聴する可能性が高い．日中はもちろんであ
るが，特にこれらの夜の時間帯のJTのテレビCMは自
主規制の対象とするのが未成年者保護の観点からも適
当と考えられる．
　また，これらの企業CMには，乳幼児を含む未成年者
を写しているものが多い．たばこを製造販売している企
業のCMに未成年者が多数出ているのは，社会通念上の
問題があるように思われる．
　アルコールのテレビCMにおいて，サントリーは，製
品広告ではあるが，表現についての自主規制として，
「h. 子供や未成年者を宣伝の主たる表現に使用するこ
と」を行わないことを明言している [12]．
　今後，たばこ関連の企業CMについても，未成年を含
むことについて，内容の自主規制を求めていくことは必
要であろう．
　さらに，夜間のJT提供番組には，「報道ステーショ
ン」，「NEWS23」といった報道番組が含まれている．一
般にマスメディアにおいてはスポンサー企業の意向に反
した報道が少ないことが指摘されている．田中 [13] は，
たばこ会社がテレビ番組のスポンサー企業になることで
「正確な（真実の）情報提供」がなされないことにつな
がるのであれば，やはり何らかの規制を強化する必要が
あると述べている．少なくとも喫煙のように世論の賛否
が分かれる事案を扱う番組については，利害関係にある
企業が番組提供を行うことを制限することが公正な放送
のあり方としても望ましいものと考えられる．
（₄）未成年者喫煙禁止法の適用について
　「煙草又ハ器具ヲ販売スル者ハ満二十年ニ　到ラザル
者ノ喫煙ノ防止ニ資スルタメ年齢ノ確認其ノ他ノ必要ナ
ル措置ヲ講ズルモノトス」における「年齢の確認」とい
う文言は「必要な措置」の例示でしかない．「必要な措置」
の中に広告への曝露の制限等の内容を盛り込むことがで
きるのかが焦点となるが，現実には難しいのではないか
と考えられる．
　しかしながら，本法があることによって，健康面や倫
理面だけではなく，法的に未成年者の喫煙は許されない
という社会的合意が成り立っているのは，たばこ広告の
規制にとっても重要な意味があると考えられる．
（₅）スポンサー活動・CSR活動規制について
　前述の「製造たばこに係る広告，販売促進活動及び包
装に関する自主規準」によれば，「 2．定義（5）スポン
サーシップとは，第三者が企画・実施するイベント，
チーム又は活動において，銘柄の販売促進を目的として
参加又は貢献するものをいう．」とされており，個別銘
柄の販促を目的としていないスポンサー活動は自主規制
の範疇から外れる．
　JTが行っている，子ども向けの「将棋日本シリーズ子
ども大会」は，2012年度からJT主催から子会社の冷凍食
品会社「テーブルマーク」主催 [14] に変わっている．
大人向けの「将棋日本シリーズ JTプロ公式戦」が，現
在もJT主催のままであることを考えると，JT側も，JT
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の名前を子ども向けのイベントに直接付けることを避け
たとも考えられ，子どもに対するスポンサー活動に対す
る一種の「後ろめたさ」の表れととることもできよう．こ
のようなスポンサー活動が企業広告的な広義の宣伝活動
にあたることは明らかであり，未成年者喫煙防止の観点
からは，少なくとも子ども対象のスポンサー活動につい
ては，自主規制の対象とすることを検討すべきであると
考えられる．また，その場合，規制されるべき「企業」
には関連会社まで含めるのが適切ではないかと考えられる．

　以上の結果より，今後の対策に向けた課題についてま
とめると以下の通りとなる．
1）わが国はFCTC第13条の期限である2010年 2月27日
までにあらゆるたばこの広告，販売促進，スポンサー
活動の包括的禁止を実施できていない状況にある．

2）「たばこ事業法第40条第 2項の規定に基づく，製造
たばこに係る広告を行う際の指針」に基づいて，自主
規制が行われているが，これは，FCTC第13条第三項
の「自国の憲法またはその原則のために，あらゆるた
ばこの広告，販売促進，スポンサー活動を禁止できな
い締約国は，これらに制限を課する」に対応したもの
と位置づけられる．

3）本指針はあくまで指針であって，配慮や注意喚起，
情報提供が主体であり，罰則等も伴わない．また，「公
共性の高い場所」，「主として成人を対象とした」等の
曖昧な表現も多い．さらに，企業広告，喫煙マナー広
告，未成年者喫煙防止広告は対象に含まれていない．

4）指針を具体化した，財団法人日本たばこ協会の「製
造たばこに係る広告，販売促進活動及び包装に関する
自主規準」においても，たばこの製品広告以外の企業
広告，喫煙マナー広告，未成年者喫煙防止広告は，自
主規制の対象外となっており，何の規制もされていない．

5）現在はたばこ広告に含まれていない企業広告，喫煙
マナー広告，未成年者喫煙防止広告をたばこ広告の範
囲に含めるよう求めるためには，これらが未成年者の
喫煙行動に及ぼす影響に関するエビデンスをさらに明
確にすることが役立つものと考えられる．

6）たばこ会社の営利的表現の自由についてさらに考察
を深めるとともに，適切な規制のあり方について，企
業広告，喫煙マナー広告，未成年者喫煙防止広告，ス
ポンサー活動，CSR活動のそれぞれについて，個別具
体的な検討を行っていくことが必要である．

7）テレビにおける企業広告，喫煙マナー広告について
は，特にJT提供番組が多い21時から 0時15分の間に
多く放映されているが，調査によるとこの時間帯も多
くの小学生，中学生，高校生は起きており，この時間
帯のテレビCMを自主規制の対象とするよう求めてい
くことも可能ではないか．

8）テレビの企業CMには，乳幼児を含む未成年者を写
しているものが多い．たばこを製造販売している企業
のCMに未成年者が多数出ているのは，社会通念上の

問題があると考えられ，この点について自主規制を求
めていくことが可能ではないか．

9）夜間のJT提供番組には，社会的影響力のある報道番
組が含まれている．少なくとも喫煙のように世論の賛
否が分かれる事案を扱う番組については，利害関係に
ある企業が番組提供を行うことを制限することが公正
な放送のあり方としても望ましいものと考えられる．

10）未成年者喫煙禁止法から広告への曝露の制限を導く
のは難しい．ただ，同法の存在により，未成年者の喫
煙は許されないという社会的合意が成り立っているの
は，たばこ広告の規制にとって重要な意味がある．包
括的なたばこ規制法がない現在，唯一法的根拠がある
未成年者の喫煙禁止を前面に出して広告規制を求めて
いくことが有効な戦略の一つではないかと考えられる．

11）スポンサー活動，CSR活動が，企業名を公にして実
施されている以上，企業広告的な広義の宣伝活動にあ
たることは明らかであり，未成年者喫煙防止の観点か
らは，少なくとも子ども対象のスポンサー活動，CSR
活動については，何らかの規制を導入することを検討
すべきであると考えられる．

IV. 結論

　たばこ規制枠組み条約（FCTC）第13条「たばこ製品
の広告，販売促進，スポンサー活動」に基づき，わが国
の現状，関連法規，たばこ規制にあたっての課題（（1）
たばこ広告の範囲，（2）表現の自由との関係，（3）テレビ
広告の自主規制，（4）未成年者喫煙禁止法の適用，（5）ス
ポンサー活動・CSR活動規制），今後の対策に向けた課
題について検討し，以下の結論を得た．
　たばこ事業法に基づく広告指針，業界団体による広告
の自主規準において，対象に企業広告，喫煙マナー広告，
未成年者喫煙防止広告が含まれていない．まず，これら
が未成年者の喫煙行動に及ぼす影響に関するエビデンス
を明確にすることが必要である．
　未成年者喫煙禁止・防止の観点から，企業広告，喫煙
マナー広告，未成年者喫煙防止広告，スポンサー活動，
CSR活動のそれぞれについて，規制のための個別具体的
な検討を進めていくべきである．
　テレビでのたばこ産業の企業CMとその放映には，未
成年者喫煙防止の観点から問題が多く，自主規制を求め
ていく必要がある．
　少なくとも子ども対象のスポンサー活動，CSR活動に
ついては，未成年者喫煙防止の観点から，何らかの規制
の導入を検討すべきである．
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